
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
	



�
�
�




�
�
�
�
�
�
	
�

目

次

告

示

○
平
成
二
十
二
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算

(

専
決
第
一
号)

の

要
領

(

財

政

課)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
全
部
改
正

(

漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

公

告

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

(

林

政

課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(
東
青
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(
上
北
地
域

県

民

局)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

事

務

局)
…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平

成
二
十
二
年
十
一
月
四
日
専
決
処
分
し
た
平
成
二
十
二
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算

(

専
決
第

一
号)

の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
……

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第3315号�

�
�
�
�



� �青 森 県 報平成22年11月15日 月曜日 第3315号 �� �

平成22年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号)

平成22年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100,000千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

710,587,067千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 �����	
���� ������� ����
	
����

１ 地 方 交 付 税 �����	
���� ������� ����
	
����

歳 入 合 計 ����������� ������� ����	������

歳 出

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

６ 農 林 水 産 業 費 	�������

 ������� 	�������



６ 水 産 業 費 ����		�� ������� ����		��

歳 出 合 計 ����������� ������� ����	������
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青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

平
成
八
年
十
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

(

海
岸
保
全
区
域
の
指
定)

の
全
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第3315号

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
中
央
薬
局

ア
イ
ン
薬
局
三
沢
店

た
む
ら
薬
局
美
保
野
店

弘
前
市
大
字
扇
町
一
丁
目
一
の
三

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
四
の
二
八
九

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
山
七
五
の
三

平
成
��･

��･

�

〃〃

沿
岸
名

海
岸
名

地

区

海
岸
名

地

先

海
岸
名

区

域

陸
奥
湾

脇
野
沢

漁
港

脇
野
沢

瀬
野
川

目黒
岩

指
定
場
所

む
つ
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
、
黒
岩
地
内
及
び
地
先

指
定
区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
ク
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線

で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
ク
の
地
点
を
直
線

で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
二
八
秒
二
七

五
六

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
一
六
秒
〇

〇
七
九

イ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
二
五
秒
三
二

〇
一

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
三
一
秒
六

〇
一
六

ウ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
一
六
秒
九
四

七
四

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
二
六
秒
六

六
六
八

エ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
一
四
秒
七
八

〇
六

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
一
三
秒
六

八
六
九

オ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
七
秒
三
三

四
六

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
〇
六
秒
一

三
七
二

カ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
七
秒
六
七

三
五

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
〇
〇
秒
一

三
一
七

キ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
一
四
秒
三
三

五
六

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
〇
〇
秒
五

二
〇
九

ク
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
一
九
秒
五
五

五
一

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
〇
四
秒
四

一
二
六

新
井
田

指
定
場
所

む
つ
市
脇
野
沢
新
井
田
地
内
及
び
地
先

指
定
区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
オ
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線

で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
オ
の
地
点
を
直
線

で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
四
秒
五
五

五
〇

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
五
六
秒
〇

五
五
三

イ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
一
秒
六
二

四
二

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
〇
四
秒
一

七
二
五

ウ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
四
秒
二
四

四
八

東
経

一
四
〇
度
四
九
分
〇
一
秒
二

九
九
一

エ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
四
秒
九
四

五
三

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
五
〇
秒
七

五
九
三

オ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
一
秒
四
八

七
九

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
五
一
秒
六

二
四
六

寄
浪

指
定
場
所

� �
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公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年11月15日 月曜日 第3315号 �

む
つ
市
脇
野
沢
寄
浪
地
内
及
び
地
先

指
定
区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
ク
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線

で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
ク
の
地
点
を
直
線

で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
四
三
秒
二
六

九
四

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
三
四
秒
八

二
二
八

イ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
三
七
秒
四
三

二
四

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
二
八
秒
三

四
三
四

ウ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
三
九
秒
一
四

九
二

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
二
五
秒
六

三
一
一

エ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
三
八
秒
九
五

八
一

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
二
〇
秒
一

四
八
三

オ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
四
三
秒
七
二

九
九

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
一
四
秒
三

八
七
八

カ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
四
七
秒
四
〇

五
二

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
一
五
秒
四

二
一
一

キ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
四
九
秒
〇
八

九
九

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
二
四
秒
三

四
四
七

ク
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
四
四
秒
九
九

三
五

東
経

一
四
〇
度
四
八
分
三
二
秒
〇

九
九
六

蛸
田

指
定
場
所

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
地
内
及
び
地
先

指
定
区
域

次
の
ア
の
地
点
か
ら
エ
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線

で
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
エ
の
地
点
を
直
線

で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
オ
の

地
点
か
ら
ク
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ

線
及
び
オ
の
地
点
と
ク
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
〇
秒
六
七

六
五

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
三
三
秒
六

八
九
六

イ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
七
秒
二
五

九
三

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
三
三
秒
三

五
一
八

ウ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
七
秒
一
六

七
三

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
三
一
秒
八

九
七
五

エ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
八
分
〇
〇
秒
九
二

九
九

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
三
二
秒
三

二
四
二

オ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
六
秒
八
二

七
四

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
一
九
秒
〇

七
四
四

カ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
六
秒
五
四

一
二

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
二
三
秒
〇

一
〇
九

キ
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
四
秒
七
三

五
七

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
二
〇
秒
六

一
七
二

ク
の
地
点

北
緯

四
一
度
〇
七
分
五
四
秒
八
九

五
一

東
経

一
四
〇
度
四
七
分
一
六
秒
五

九
九
五
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
木
聖
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

木
村

正

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
里
見
二
九
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
〇
〇
二
一
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
向
中
野
組

二

代
表
者
の
氏
名

向
中
野

ツ
セ

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
七
戸
町
字
橋
ノ
上
一
四
三
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
四
六
七
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
、
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第3315号
� �

二
八
四

登

録

番

号

平
成
��

･

��･

��

登
録
年
月
日

永
井

雄
人

氏
名
又
は
名
称

生

産

事

業

者

青
森
市
大
字
浜
館
字
科
八
六
の
一

住

所

採
取 種

穂

生

産

事

業

の

内

容

精
選

幼
苗
の
育
成

苗

木

幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

特
定
非
営
利
活
動

法
人
白
神
山
地
を

守
る
会

名

称

事

業

所

青
森
市
大
字
浜
館

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
一
ツ
森

町
字
上
禿
八
八
の
二

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
一
ツ
森

町
字
吉
川
倉
の
下
一
三
の
二

所

在

地



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成22年11月15日 月曜日 第3315号 �

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

長
谷
川
章
悦
青
森

後
援
会

工
藤

多
命
男

斉
藤

伸
一

青
森
市
柳
川
一
の
四

の
三

平
成

��

･

��･

�

上
林
英
一
後
援
会

成
田

隆
志

上
林

ま
ち
子

青
森
市
中
央
一
の
二

九
の
一
一

��･

��･

��

松
橋
博
秋
後
援
会

松
橋

博
秋

松
橋

桂
子

つ
が
る
市
富
�
町
藪

分
一
七

��･

��･

��

松
橋
勝
利
後
援
会

工
藤

隆
夫

松
橋

正
大

つ
が
る
市
富
�
町
里

見
三
六

��･

��･

�	

江
渡
信
貴
後
援
会

下
久
保

淳
一

畑
中

宏
之

十
和
田
市
稲
生
町
一

五
の
一
二

��･

��･

�


政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

た
ち
あ
が
れ
日
本

青
森
県
第
一
選
挙

区
支
部

政
治
団
体
の

名
称

た
ち
あ
が
れ
日
本
青

森
県
第
一
選
挙
区
支

部

た
ち
あ
が
れ
日
本
青

森
県
参
議
院
選
挙
区

第
一
支
部

平
成

��

･

��･

�

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字

玉
川
一
八
七
の
四

青
森
市
長
島
二
の
一

二
の
六

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

自
由
民
主
党
新
郷

村
支
部

会
計
責
任
者

奥
山

博
司

小
坂

正
男

��

･

��･

	

自
由
民
主
党
む
つ

市
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

む
つ
市
大
湊
浜
町
九

の
二
四

む
つ
市
大
曲
二
の
二

八
七

��･

��･

�

自
由
民
主
党
鶴
田

町
支
部

会
計
責
任
者

笹
森

郁
彦

工
藤

光
徳

��･

��･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

升
田
世
喜
男
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字

玉
川
一
八
七
の
四

青
森
市
長
島
二
の
一

二
の
六

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

平
成

��

･

��･

�

あ
お
も
り
未
来
塾

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字

玉
川
一
八
七
の
四

青
森
市
長
島
二
の
一

二
の
六

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

��

･

��･

�

大
島
理
森
新
郷
村

後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
新
郷
村
大
字

戸
来
字
中
野
平
一
九

の
四

三
戸
郡
新
郷
村
大
字

戸
来
字
小
坂
二
二

��･

��･

	

代

表

者

東

利
昭

小
坂

正
男

会
計
責
任
者

奥
山

博
司

小
坂

正
男

山
本
治
男
後
援
会

代

表

者

幸
林

周
逸

中
村

繁
次
郎

会
計
責
任
者

吉
崎

美
香
子

本
堂

光
正

��

･

��･

�

葛
西
収
三
後
援
会

政
治
団
体
の

名

称

葛
西
収
三
後
援
会

葛
西
收
三
後
援
会

��･

��･

�


主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
元
町
一

五
所
川
原
市
大
字
七

ツ
館
字
虫
流
八
五
の

六

代

表

者

今

謙
一

加
藤

兼
顕

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第3315号

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

新
し
い
都
市
・
青
森
を
つ
く
る
会

平
成
��･

�･

��

平
成
��･

��･

�

全
国
社
会
保
険
推
進
連
盟
青
森
支
部

��･

�･

��

��･

��･

�

松
橋
博
秋
後
援
会

��･

��･

�	

��･

��･

�	

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

升
田

世
喜
男

(

衆
議
院
議
員)

あ
お
も
り
未

来
塾

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

青
森
市
大
字
浜

田
字
玉
川
一
八

七
の
四

青
森
市
長
島
二

の
一
二
の
六

公
職
の
種

類

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

平
成

��･

��･




� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


